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町村等監査委員に関する実態調査結果の概要（令和６年度） 正誤表 

 

以下のとおり、誤記がありましたので訂正いたします。 

該当箇所 正 誤 

９ページ ７ 監査委員費調（令和６年度当初予算）（第７表） 

（後略） 

７ 監査委員費調（令和 5 年度当初予算）（第７表） 

（後略） 

10 ページ ８ 監査委員報酬・費用弁償調（令和６年度当初予算）（第８－１・２表） 

法第 203 条の２第５項では、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給

方法は、条例で定めるとされている。 

(1) 監査委員報酬調（第８－１表） 

監査委員報酬の支給方法は、識見（代表）監査委員では、年額支給は 307 町

村（40.3%）、月額支給は 326 町村（42.8%）、日額支給は 127 町村（16.7%）、そ

の他は２町村（0.3%）である。 

識見（代表以外）監査委員では、年額支給が 17 町村（56.7%）、月額支給は

11 町村（36.7%）、日額支給は２町村（6.7%）である。 

議選監査委員では、年額支給が 297 町村（40.5%）、月額支給は 302 町村

（41.1%）、日額支給は 134 町村（18.3%）、その他は１町村（0.1%）である。 

 

第８－１表 監査委員報酬調 

 

（後略） 

８ 監査委員報酬・費用弁償調（令和 5 年度当初予算）（第８－１・２表） 

法第 203 条の２第５項では、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給

方法は、条例で定めるとされている。 

(1) 監査委員報酬調（第８－１表） 

監査委員報酬の支給方法は、識見（代表）監査委員では、年額支給は 307 町

村（40.3%）、月額支給は 326 町村（43.0%）、日額支給は 127 町村（16.7%）で

ある。 

識見（代表以外）監査委員では、年額支給が 17 町村（56.7%）、月額支給は

11 町村（36.7%）、日額支給は２町村（6.7%）である。 

議選監査委員では、年額支給が 297 町村（40.5%）、月額支給は 302 町村

（41.2%）、日額支給は 134 町村（18.3%）である。 

 

第８－１表 監査委員報酬調 

 

（後略） 

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 307 312,824 1,500,000 100,000 326 53,788 358,800 10,000 127 9,335 28,500 3,800

令和5年度 313 310,481 1,500,000 18,500※ 329 52,188 165,000 10,000 123 9,091 20,000 3,800

※日額報酬との併用支給あり

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 17 278,378 560,000 80,000 11 54,058 125,000 10,000 2 15,000 20,000 10,000

令和5年度 12 260,233 540,000 80,000 6 57,167 86,000 40,000 2 15,000 20,000 10,000

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 297 213,201 650,900 35,000 302 35,149 228,000 5,000 134 7,511 18,200 3,800

令和5年度 306 214,650 650,900 60,000 311 34,230 87,000 5,000 130 7,368 15,400 3,800

区　分

議　選

年　額 月　額 日　額

区　分

識見（代表以外）

年　額 月　額 日　額

区　分

識見（代表）

年　額 月　額 日　額

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 307 312,824 685,600 270,000 326 53,788 358,800 10,000 127 9,335 28,500 3,800

令和5年度 313 310,481 1,500,000 18,500※ 329 52,188 165,000 10,000 123 9,091 20,000 3,800

※日額報酬との併用支給あり

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 17 278,378 560,000 80,000 11 54,058 125,000 10,000 2 15,000 20,000 10,000

令和5年度 12 260,233 540,000 80,000 6 57,167 86,000 40,000 2 15,000 20,000 10,000

町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低 町村数 平均 最高 最低

令和6年度 297 213,201 650,900 35,000 302 35,149 228,000 5,000 134 7,511 18,200 3,800

令和5年度 306 214,650 650,900 60,000 311 34,230 87,000 5,000 130 7,368 15,400 3,800

区　分

議　選

年　額 月　額 日　額

区　分

識見（代表以外）

年　額 月　額 日　額

区　分

識見（代表）

年　額 月　額 日　額
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11 ページ ９ 監査所要日数調（令和５年４月１日～令和６年３月 31 日）（第９表） 

主な項目については、次のとおりである。 

・ 定期監査の回数の平均は 2.0 回、所要日数の平均は 5.5 日である。 

・ 例月出納検査の回数の平均は 12.1 回、所要日数の平均は 13.9 日である。 

・ 決算審査の件数の平均は 8.0 件、所要日数の平均は 7.0 日である。 

・ 基金運用状況による審査の件数の平均は 9.2 件、所要日数平均は 2.8 日であ

る。 

・ 住民監査請求による監査の件数の平均は 1.3 件、所要日数平均は 5.3 日であ

る。 

・ 財政健全化法による審査の件数の平均は 5.0 件、所要日数は 1.4 日である。 

 

第８－１表 監査委員報酬調 

 

９ 監査所要日数調（令和５年４月１日～令和６年３月 31 日）（第９表） 

主な項目については、次のとおりである。 

・ 定期監査の回数の平均は 2.0 回、所要日数の平均は 5.5 日である。 

・ 例月出納検査の回数の平均は 12.1 回、所要日数の平均は 13.9 日である。 

・ 決算審査の件数の平均は 8.0 件、所要日数の平均は 4.0 日である。 

・ 基金運用状況による審査の件数の平均は 9.2 件、所要日数平均は 2.8 日であ

る。 

・ 住民監査請求による監査の件数の平均は 1.3 件、所要日数平均は 5.3 日であ

る。 

・ 財政健全化法による審査の件数の平均は 5.0 件、所要日数は 1.4 日である。 

 

第８－１表 監査委員報酬調 

 

町村数
平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数

令和7年度 749 1.8 5.5 20 83 113 2.0 2.7 13 16 348 1.4 2.1 10 20 78 2.3 4.7 19 21

令和6年度 751 2.0 5.5 25 60 122 2.2 2.9 13 14 352 1.3 2.1 15 22 61 2.8 5.3 19 21

町村数
平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 762 12.1 13.9 36 74 20 3.2 3.2 12 12 0 - - - - 2 1.0 3.0 1 3

令和6年度 762 12.1 13.9 24 67 16 3.1 3.1 12 12 1 1.0 1.0 1 1 2 1.0 2.5 1 4

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 0 - - - - 4 2.5 3.3 5 6 1 1.0 1.0 1 1 762 7.8 6.9 32 47

令和6年度 0 - - - - 3 2.3 1.7 5 3 2 1.0 1.0 1 1 762 8.0 7.0 33 39

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 37 1.6 1.8 11 12 728 9.3 2.9 42 20 50 1.6 5.5 8 23 3 1.0 5.0 1 8

令和6年度 35 2.4 2.5 14 12 728 9.2 2.8 44 21 45 1.3 5.3 6 31 0 - - - -

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 761 8.6 1.6 29 26 51 2.9 4.8 14 51

令和6年度 759 5.0 1.4 20 33 48 2.4 5.2 11 56

基金運用状況 住民監査請求 職員の賠償責任

財政健全化法 その他

指定金融機関

長の要求 共同設置機関
決算審査

特別監査

一般監査

特別監査出納検査

随時監査 補助団体等の監査 行政監査

議会の請求直接請求随　時

定期監査

例　月

請願措置

区　分

区　分

区　分

区　分

区　分

町村数
平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数

令和7年度 749 1.8 5.5 20 83 113 2.0 2.7 13 16 348 1.4 2.1 10 20 78 2.3 4.7 19 21

令和6年度 751 2.0 5.5 25 60 122 2.2 2.9 13 14 352 1.3 2.1 15 22 61 2.8 5.3 19 21

町村数
平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

回数

平均

日数

最長

回数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 762 12.1 13.9 36 74 20 3.2 3.2 12 12 0 - - - - 2 1.0 3.0 1 3

令和6年度 762 12.1 13.9 24 67 16 3.1 3.1 12 12 1 1.0 1.0 1 1 2 1.0 2.5 1 4

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 0 - - - - 4 2.5 3.3 5 6 1 1.0 1.0 1 1 762 7.8 6.9 32 47

令和6年度 0 - - - - 3 2.3 1.7 5 3 2 1.0 1.0 1 1 762 8.0 7.0 33 39

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 37 1.6 1.8 11 12 728 9.3 2.9 42 20 50 1.6 5.5 8 23 3 1.0 5.0 1 8

令和6年度 35 2.4 2.5 14 12 728 9.2 2.8 44 21 45 1.3 5.3 6 31 0 - - - -

町村数
平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数
町村数

平均

件数

平均

日数

最長

件数

最長

日数

令和7年度 761 8.6 1.6 29 26 51 2.9 4.8 14 51

令和6年度 759 5.0 1.4 20 33 48 2.4 5.2 11 56

基金運用状況 住民監査請求 職員の賠償責任

財政健全化法 その他

指定金融機関

長の要求 共同設置機関
決算審査

特別監査

一般監査

特別監査出納検査

随時監査 補助団体等の監査 行政監査

議会の請求直接請求随　時

定期監査

例　月

請願措置

区　分

区　分

区　分

区　分

区　分
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44 ページ 
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45 ページ 
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46 ページ 

   


